
【【厚厚 生生 労労 働働 大大 臣臣 のの定定 めめるる掲掲 示示 事事 項項 】】 （ 令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ 日 現 在 ）

【Ⅰ 入 院 基 本 料 について】

当 院 は 「 急 性 期 一 般 入 院 料 １ 」 の 届 出 を 行 っ て お り ま す 。

【Ⅱ 入 院 診 療 計 画 、院 内 感 染 防 止 対 策 、医 療 安 全 管
理 体 制 及 び褥 瘡 対 策 について】

当 院 で は 、 入 院 の 際 に 医 師 を は じ め と す る 関 係 職 員 が 共 同
し て 、 患 者 さ ん に 関 す る 診 療 計 画 を 策 定 し 、 ７ 日 以 内 に 文 書 に
よ り お 渡 し し て お り ま す 。 ま た 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 院 内 感 染
防 止 対 策 、 医 療 安 全 管 理 体 制 、 栄 養 管 理 体 制 及 び 褥 瘡 対
策 の 基 準 を 満 た し て お り ま す 。

【Ⅲ 地 域 医 療 支 援 病 院 について】

当 院 は 、 地 域 に お け る 医 療 の 確 保 の た め に 必 要 な 連 携 ・ 支
援 に 関 す る 要 件 を 満 た し 、 平 成 1 5 年 1 1 月 2 5 日 付 け で 山 形
県 知 事 か ら 「 地 域 医 療 支 援 病 院 」 の 承 認 を 受 け て お り ま す 。

【Ⅳ ＤＰＣ対 象 病 院 について】

当 院 は 入 院 医 療 費 の 算 定 に あ た り ， 包 括 評 価 と 出 来 高 評
価 を 組 み 合 わ せ て 計 算 す る “ Ｄ Ｐ Ｃ 対 象 病 院 ” と な っ て お り ま す 。   
※ 医 療 機 関 別 係 数 1 . 5 4 2 2

（ 内 訳 ： 「 基 礎 係 数 ： 1 . 0 4 5 1 」 ＋ 「 機 能 評 価 係 数 Ⅰ ： 0 . 4 0 3 2 」
＋ 「 機 能 評 価 係 数 Ⅱ ： 0 . 0 9 3 9 」 ）

【Ⅴ 入 院 時 食 事 療 養 費 について】

入 院 時 食 事 療 養 （ Ⅰ ） を 算 定 す べ き 食 事 療 養 の 基 準 に 係 る
届 出 を 行 っ て お り ま す 。

当 院 は 、 入 院 時 食 事 療 養 に 関 す る 特 別 管 理 に よ る 食 事 の
提 供 を 行 っ て お り 、 療 養 の た め の 食 事 は 管 理 栄 養 士 の 管 理 の
下 に 、 適 時 （ 夕 食 に つ い て は 午 後 ６ 時 以 降 ） 適 温 に て 提 供 し て
お り ま す 。 ま た あ ら か じ め 定 め ら れ た 日 に 、 患 者 さ ま に 対 し て 提 示
す る 複 数 の メ ニ ュ ー か ら ， お 好 み の 食 事 を 選 択 で き る 「 選 択 メ ニ
ュ ー 」 を 実 施 し て お り ま す 。


